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○：賛成、×：反対、△：一部反対又は棄権
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��　前畑弾薬庫の針尾島弾薬集積所への移転・集約に
ついては、先般�月�日に河野防衛大臣が来佐された
際、「可能な限り急いでほしい」旨を直接お伝えし、

大臣から「非常に重要な案件であり、スピードアップ
させる必要がある」との認識が示されました。関係地
域住民の方々が抱える不安や負担感に対しては、国の
防衛補助を活用した道路や地区集会所の整備等への上
乗せ補助など、市の単独事業も含め各般の取組を行っ
ており、今後も、苦渋の決断をされ、御理解、御協力
をいただいている重みを強く認識し、基地との共存共
生に不可欠な地元の負担軽減と地域振興に努めます。
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��　現在、俵ヶ浦半島で整備を進めている公園につい
ては、クルーズ客のみならず、市民や国内の観光客、
空路で来日した外国人観光客などの多様な来訪者に対
して九十九島の魅力を伝える新たな拠点として整備し

ているものです。そのため、公園の各施設に導入予定
の飲食、物販、体験機能についても、運営する民間事
業者が、クルーズ客のみならず多様な来訪者を想定し
つつも、将来にわたって来訪者の状況により臨機に対
応できるよう、柔軟に事業内容の変更や増改築ができ
るような仕組みを検討しています。これにより、今般
の新型コロナウイルスによる観光客の減少といった事
業リスクに対しても影響を最小限に抑えることができ
るものと考えています。
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��　バス待合所整備補助については、今年度から新た
に、町内会等の地元主体で設置される場合も補助対象
としております。再編実施計画については、市とバス
事業者において定期的に会議を行い、市民のバス事業
に対する意見・苦情・要望などの情報共有を図ってお

り、運転士不足への対応として、バス事業者が実施す
る運転士養成員制度に対し補助制度を設け、路線維持
に必要となる運転士確保にも一定関与を開始していま
す。利用者アンケートについては、令和元年��月から
市内路線バスモニター制度を市とバス事業者共同で開
始し、サービス向上に向けて意見をいただいておりま
すが、次の再編計画に向けて、市民の意見をどのよう
に把握するのか、アンケートも一つの案として検討を
進めていきたいと考えています。
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��　合意形成が他都市よりも進んでいるという点は、
県民・市民の代表である県議会及び市議会において、
ＩＲ誘致に前向きな議決がなされるとともに、地元経
済界からも御賛同をいただいているという趣旨であり、

市民の皆様の中には、反対意見や不安の声があること
は十分に承知しています。今後、地元の皆様、特に、
ＩＲ候補地に隣接している地域の各地区自治協議会に
対しては、ＩＲの区域整備計画の申請主体である県と
ともに、何度も足を運ぶことになろうかと思いますが、
地元の皆様とのコミュニケーションの中で、抱かれて
いる御懸念を極小化する具体的な対策をお示しし、一
方で、活性化のアイデアなどを伺いながら、ＩＲ施設
周辺のまちづくりについて、一緒になって考えていき
たいと思います。
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��　老朽危険空き家については、衛生、防災、防犯、
また景観などに悪影響を及ぼします。そのため、老朽
危険空き家については、早急に解体除去を進める必要
があり、指導・助言を継続的に進めるとともに、要望
の多い解体除去費補助についてもさらなる予算確保に
努めます。また、「空家等の推進に関する特別措置法」

が施行されたことを契機に、「佐世保市空家等対策計
画」を策定し、法務、建築、不動産などの民間の専門
家を含めた佐世保市空家等対策協議会を設置して、移
住促進にもつながる空き家を紹介する空き家バンク制
度や空き家改修補助などの対策を行っています。しか
し、民間建築物の維持管理は、所有者に第一義的な責
任があることから、既存建築物の適正な在り方につい
ては、佐世保市建築物耐震改修促進計画及び佐世保市
空家等対策計画に基づき、所有者への指導等、適切か
つ公正に推進していきます。
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��　プレミアム婚姻届については、ターゲットとなる
方が「婚姻を予定している方」と限定的であることや、
少子化や婚姻という形を選択しない方が増えている中
で、それを一つのツールとして交流人口の増加につな
げるために、宿泊を伴う観光や結婚を機に本市にＵＪ
Ｉターンしていただくなど、広がりを持ったシティプ
ロモーションなどの取組が重要であると考えています。

御提案の本市の認知度向上につなげる記念となるよう
な婚姻届の導入事例としては、自治体と民間が共同で
作成する「オリジナル婚姻届」というものがあり、カ
ラフルなデザインで写真を貼り付けるスペースがあっ
たり、複写式にして手元に残せるようになっていて、
お二人の記念となるような様々な工夫がされています。
その作成に要する経費は、広告収入で賄うことができ
るため、本市としても「オリジナル婚姻届」の導入を
前向きに検討していきます。
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��　「第�期がん対策推進基本計画」では、地方公共
団体が取り組むべき施策として、学校におけるがん教
育だけではなく、民間団体や患者団体等の協力を得な

がら、がんに対する正しい知識を得る機会を設けるこ
ととなっています。本市としても、医療用補正具等の
着用による外見のケアは、療養生活や社会参加を促進
する上で、重要な要素の一つと考えていますので、国
や県の制度を踏まえながら、他自治体などから情報収
集に努め、その取組を研究したいと考えます。また、
アピアランスケアに関係する団体によるネットワーク
の形成については、関係団体の把握や本市がどのよう
にアピアランスケアと関わっていくのかを整理しなが
ら、ウイッグ購入費等の助成も研究します。
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��　「ファミリーサポートセンター事業」は、子ども
の預かりや送迎等に際し、他の保育サービスでは満た
されない一時的な保育ニーズへの対応に当たり、市民
同士による相互援助活動の構築を目的として、ファミ
リーサポートセンターの運営を通じ、預かり等を希望
する「依頼会員」と、支援を行う「提供会員」のコー
ディネートを担う取組です。支援を依頼する側に関し

ては、会員の募集に当たり、母子健康手帳交付や�か
月健康検査の会場における広報活動を通じて、事業の
周知を行っています。
その結果、当初、���名だった会員数は、平成��年度

には�����名と大幅に増加するとともに、利用件数も立
ち上げ初年度の���件から平成��年度は�����件になっ
ています。しかしながら、実施状況を地域別に見てみ
ると、会員数、利用件数ともに周辺部で特に少ない地
域が見受けられることから、今後の課題として、全市
的な視点でのさらなる普及促進を図る必要があるもの
と認識しています。
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��　ＩＲ事業者の公募及び選定に当たっては、国の基
本方針案において、不正行為等を防止し、民間事業者
の選定手続の公正性及び透明性を確保することが強く
求められています。

長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会においては、県民・
市民の信頼の確保を図ることを目的として、平成��年
�月に「ＩＲ関連事業者への対応に関する指針」を定
め、複数の職員による面談対応や面談記録の作成を徹
底しており、適正な業務の遂行に取り組んでいます。
なお、今後国から正式に示される基本方針においては、
ＩＲ関連事業者との接触ルールが盛り込まれると聞き
及んでいますので、既存の対応方針に新たなルールの
追加が必要と判断された場合、速やかに改定を行いた
いと考えています。
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��　管理運営の現状及び住民要望の把握等については、

御指摘のように施設の維持管理において対応できてい
ない改善すべき点があると認識しています。そのため、
市と指定管理者が密に連携しながら、利用者のニーズ
や要望等を施設の管理運営に反映させていく取組が必
要と考えており、今年度からモニタリング評価に加え、
試行的に市の附属機関である「佐世保市指定管理者選
定委員会」による外部評価に取り組んだところです。
今後は、客観的な評価を行うための研修等の実施、定
期的な協議の場の設定などにより、より良い協力体制
を構築し、必要に応じ指定管理者への助言・指導を行
うなど、行政と指定管理者がそれぞれの責任を果たす
ことができるよう改善に努めます。�
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��　新市として一体化するための計画に基づき、合併
特例債等により、旧�町では光通信回線や地区公民館、
公園などを整備したほか、旧市内でも新西部クリーン

センターや中央保健福祉センターなど、新市の広域を
補完する既存施設の機能強化を図りました。また、社
会実験につきましては、「地域核と都市核間の速達運
行」及び「地域核内循環運行」という新しい運行形態
を効率的に検証するため、相浦地区をモデルとして、
バス事業者への運行委託による社会実験を令和�年度
予算に計上しています。この社会実験の検証結果を参
考に、他の地域への社会実験の拡大、本格運用も視野
に入れ、コンパクトプラスネットワークの地域づくり
に向け、取組を進めていきます。
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��　町内、集会所等施設整備補助金は、新築や増改築
などを補助の対象としており、駐車場の整備について

は対象としていません。しかしながら、駐車場の整備
への補助については、多くの要望も受けていたことか
ら、一部条件はあるものの、令和�年度から補助制度
を拡充するよう予算提案を行っています。また、ＬＥＤ
防犯灯設置の補助金制度については、ＬＥＤ防犯灯の
取替え時期は��年とも言われ、早期に設置した町内会
は取替えの時期を迎えることから、補助金の制度化へ
の要望もあっています。取替えの費用も高額であり、
町内会の厳しい財政では捻出できないことも認識して
いますので、市として今後十分に検討していきます。
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��　都市計画道路は都市計画指針によると、都市の骨
格を形成し、安全で安心な市民生活と機能的な都市活
動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施
設として都市計画法で定められた道路です。
まず、椎木町の自動車学校付近から相浦・中里イン

ターチェンジ付近までの都市計画道路相浦中里線は、
昭和��年に都市計画街路として決定されたもので、現
在の県道佐世保日野松浦線のバイパス的路線として計
画されたものです。一方の都市計画道路川下母ケ浦線
は、県道佐世保日野松浦線の県立大前交差点付近から
都市計画道路相浦中里線まで計画決定された道路です。
当該路線周辺の道路状況ですが、県道佐世保日野松
浦線が�車線で、さらに西九州自動車道の相浦・中里
インターが開通している状況であり、交通量の観点か
ら、将来の交通量を考えても現在の県道の道路幅員で
十分許容できると推測されるため、廃止の方向性を視
野に入れながら、必要性及び実現性の検証を行います。
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��　北部エリアの水道施設の統合の中でも、小佐々地

区などの渇水時の格差解消については、優先的に事業
を推進していきます。また、新水道ビジョンの中にも
「地域格差の解消」を掲げ、小佐々地区へは山の田浄
水場からの送水管の整備を想定しており、事業の完成
見通しとして��年以内を目途と考えています。水源不
足が著しい小佐々地区のサービスの早期平準化に向け
た取組については、市全体として取り組むべき課題と
考えています。さらに、北部エリア全体の計画につい
ても、全庁的な検討の実施も視野に入れて、総合的に
判断していきます。
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��　子どもの屋内遊び場は、官民連携手法を用いた民
間の独立採算事業として実施しており、市の要求水準

書を踏まえ、事業者からは類似事例と比較して一定の
優位性が見られる提案がされていると認識しています。
その上で、懸念されている料金設定の件も含めて子育
て世代のニーズ等に関しては、今後も市と事業者によ
る協議等を通じ、断続的な把握を行うとともに、その
状況等に応じて、可能な限り臨機かつ柔軟に必要な改
善へとつなげていくなど、今回の官民連携手法のメ
リットを最大限に活用することに意を用いながら、基
本コンセプトである「遊びを通じて親子が学び・育つ
場」の実現に向け、適切な対応を図っていきます。
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��　本市の「赤ちゃんの駅」に係る対応に当たっては、

議員の御指摘にもあるように、他自治体の事例等を参
考に、情報発信に意を用いながら、まずは、対象とな
る公共施設において、既存の「佐世保市子育て応援ロ
ゴマーク」に「赤ちゃんの駅」を表す文言やイメージ
イラスト、また、おむつ交換台や授乳室の設置の有無
なども付記し、利用者の目につきやすいところに掲示
することとします。さらに、子育て応援ホームページ
「すくすくＳＡＳＥＢＯ」の中で地図情報の整理を行い、
広く公表するなど、現行の取組を改善する方向で、随
時対応できることから、より子育て世代の方々に配慮
した効果的な展開を図っていきます。
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��　本市における看護師等の充足状況は、昨年��月に
実施した「医療人材対策に係るアンケート調査」によ
ると、回答のあった医療機関���施設中、��施設から

「充足していない」との回答があり、約�割が看護師
等に不足があるとの結果でした。こうした看護師等の
確保については、医師の確保とともに重要な課題と捉
え、研究・検討を進めています。
今後の医師及び看護師等の確保対策については、ア
ンケート調査等で収集した情報の分析を進めるととも
に、若者移住定住応援事業の「奨学金返還サポート制
度」の拡充や、提案があった医療従事者を対象とした
奨学資金貸付制度の新設も含め、医療人材の確保につ
ながる有効な取組について、今後、研究を進めます。
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��　日本考古学協会は全国組織の学術研究団体で、会
員数は�����名に上り、春に東京都で総会、秋に地方で

全国規模の大会を開催されています。この地方大会の
誘致については、既に令和�年度までの開催地が決
まっていますので、ガイダンス施設のオープンに合わ
せた開催は難しい状況です。しかしながら、地方大会
の誘致は、「洞窟遺跡日本一のまち」をアピールする
大変有効な手段であり、まちの魅力を発信する絶好の
機会ですので、誘致に向けた検討を行っていきます。
また、「日本博」についても、「日本博」の補助金を活
用した講演会等の開催について研究していきます。
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